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平
成
19
年
か
ら
所
得
税
が

変
わ
り
ま
す 

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に
つ
い

て 電
話
加
入
権
・
I
S
D
N

回
線
利
用
権
の
公
売
に
つ

い
て 

     　
平
成
19
年
に
国
税
（
所
得
税
）

か
ら
地
方
税
（
住
民
税
）
へ
の
税

金
の
移
し
替
え
（
税
源
移
譲
）
が

実
施
さ
れ
ま
す
。 

　
こ
れ
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
の
方
が
、

所
得
税
は
平
成
19
年
分
か
ら
減
り
（
平

成
19
年
1
月
以
降
の
源
泉
徴
収
及

び
平
成
20
年
2
月
〜
3
月
に
行
わ

れ
る
確
定
申
告
）、
住
民
税
は
平
成

19
年
度
分
か
ら
増
え
る
（
平
成
19

年
6
月
以
降
に
納
付
）
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
、
所
得

税
と
住
民
税
を
合
わ
せ
た
納
税
額

は
基
本
的
に
は
変
り
ま
せ
ん
。 

　
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
、
所
得

税
は
平
成
19
年
分
か
ら
、
住
民
税

は
平
成
19
年
度
分
か
ら
納
税
額
が

増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

定
率
減
税
は
平
成
11
年
に
臨
時
異

例
の
景
気
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ

ま
し
た
が
、
経
済
状
況
の
改
善
を

踏
ま
え
、
本
来
の
税
額
に
戻
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
阿
蘇
税
務
署
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2
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5
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所
得
税
か
ら
住
民
税
へ
の
税
源

移
譲
に
よ
り
中
所
得
者
層
の
所
得

税
額
が
減
少
す
る
こ
と
に
伴
い
、

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
額
を
控
除
し
切

れ
な
く
な
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税

が
減
少
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
効
果
を
確
保

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
の
控
除
率
を
引
き
下

げ
る
一
方
で
、
控
除
期
間
を
10
年

か
ら
15
年
に
延
長
す
る
特
例
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。 

　
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で

に
入
居
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、

税
源
移
譲
に
よ
り
減
少
す
る
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
相
当
額
を
申
告
に
よ
り
、

平
成
20
年
度
分
以
降
の
住
民
税
か

ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

措
置
さ
れ
ま
し
た
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
阿
蘇
税
務
署
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5
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阿
蘇
地
域
振
興
局
税
務
課
で
は
、

次
の
と
お
り
公
売
を
実
施
し
ま
す
。 

　
正
規
の
手
続
費
用
と
比
べ
る
と
、

安
価
で
購
入
で
き
、
ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す
。
電
話
加
入
権
等

の
取
得
を
お
考
え
の
方
や
、
公
売

に
つ
い
て
お
知
り
に
な
り
た
い
方
は
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
事
情
に
よ
り
公
売
を
中

止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

公
売
日
 

　
8
月
22
日
（
水
） 

入
札
開
始
 

　
13
時
30
分
 

場
所
 

　
阿
蘇
地
域
振
興
局
1
階
小
会
議
室
 

準
備
す
る
も
の
 

　
○
現
金
（
2
万
円
以
内
） 

　
○
印
鑑
（
個
人
の
場
合
、
認
印
 

　
　
で
可
） 

　
○
筆
記
用
具
 

当
日
の
手
続
き
 

電
話
加
入
権
を
落
札
さ
れ
た
場

合
は
、
当
日
売
却
代
金
を
納
付

い
た
だ
き
ま
す
。 

I
S
D
N
回
線
利
用
権
を
落
札

さ
れ
た
場
合
は
、8
月
29
日
（
水
）

に
売
却
代
金
を
来
局
納
付
い
た

だ
き
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
阿
蘇
地
域
振
興
局
税
務
課
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2
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5
2
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阿蘇くまもと空港発着の熊本～ソウル線をご利用いただくと、阿蘇くまもと空港
国際線振興協議会の助成制度がご利用いただけます！ 

〔問い合わせ先〕　阿蘇くまもと空港国際線振興協議会事務局　TEL 096－333－2165

〔主な助成事業〕 

助成事業名 助成内容 助成額 

団体利用促進事業 

 

 

ビジネス交流促進助成事業 

 

 

修学旅行助成事業 

熊本～ソウル線を利用する10人以上の 

団体に対して助成を行います。 

県内に事業所等を置く企業等が熊本～ソ 

ウル線を利用して、新たに韓国の企業等 

との間で商談等を行う場合に、その渡航 

費用の一部を助成します。 

熊本～ソウル線を利用して修学旅行を実 

施する小・中・高校に対して予算の範囲 

で助成します。 

 

1人当たり4，000円 
※1団体当たり1回、30万円を限度とします。 

1人当たり6，000円 
※1団体当たり年3回、1回当たり3人までを 
　限度とします。 

生徒1人当たり2，500円 
※1学校当たり50万円を限度とします。 

従
業
員
の
採
用
選
考
に
つ

い
て
の
お
願
い 

男
女
共
同
参
画
に
取
り

組
ん
で
い
る
事
業
者
を

募
集
！ 

 　
8
月
は
適
正
採
用
選
考
啓
発
月

間
で
す
。
我
が
国
の
憲
法
は
、
職

業
選
択
の
自
由
を
す
べ
て
の
国
民

に
保
障
し
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
た
め
に
、
採
用
選
考
は
「
応

募
者
の
適
性
・
能
力
が
採
用
職
種

の
職
務
を
遂
行
で
き
る
か
ど
う
か
」

を
基
準
に
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

　
適
正
な
採
用
選
考
を
行
い
、
就

職
差
別
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
は
、

企
業
や
行
政
を
は
じ
め
県
民
す
べ

て
の
課
題
で
す
。 

○
本
籍
・
出
身
地
・
生
育
地
・
住

所
の
略
図
・
家
業
・
家
族
の
職
業
・

勤
務
先
・
役
職
・
資
産
・
収
入
・

家
庭
の
環
境
・
信
条
・
宗
教
・

支
持
政
党
・
愛
読
書
・
購
読
新
聞
・

尊
敬
す
る
人
物
や
、
そ
の
他
、

類
似
事
項
な
ど
を
聞
い
た
り
、

書
か
せ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
、

応
募
者
の
適
性
と
能
力
に
基
づ

い
て
正
し
い
採
用
選
考
を
実
施

し
て
く
だ
さ
い
。 

○
身
元
調
査
、
戸
籍
謄
（
抄
本
）

を
求
め
る
こ
と
、
社
用
紙
の
使

用
は
、
就
職
差
別
に
つ
な
が
り

ま
す
の
で
、
絶
対
に
行
わ
な
い

で
く
だ
さ
い
。 

○
新
規
学
卒
者
の
採
用
選
考
に
あ

た
っ
て
は
、
中
卒
者
は
「
職
業

相
談
票
乙
」、
高
卒
者
は
「
全
国

高
等
学
校
統
一
応
募
書
類
」
を

使
用
し
、
大
卒
者
は
「
大
卒
用

応
募
社
用
紙
の
参
考
例
」（
職
業

安
定
所
に
あ
る
「
従
業
員
採
用

選
考
の
手
引
」
参
照
）
を
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
一
般

採
用
に
は
、「
J
I
S
規
格
履
歴

書
」
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
適
正
な
採
用
選
考
推
進
協
議
会
・

阿
蘇
公
共
職
業
安
定
所
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男
女
と
も
に
働
き
や
す
い
職
場

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業

者
を
知
事
が
表
彰
し
ま
す
。 

　
表
彰
さ
れ
た
事
業
者
の
取
り
組

み
は
県
広
報
誌
等
で
紹
介
し
ま
す
。

　
現
在
、
表
彰
対
象
の
事
業
者
を

募
集
中
で
す
。（
自
薦
・
他
薦
可
） 

募
集
締
め
切
り
 

　
9
月
10
日
（
月
） 

対
象
事
業
者
 

女
性
の
登
用
、
育
児
休
業
制
度

の
導
入
、
セ
ク
ハ
ラ
防
止
等
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
事

業
者
 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
・
P
S
 

　
推
進
課
 

　
�
0
9
6
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3
3
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2
8
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戦没者等のご遺族の皆さまへ 

特別弔慰金の請求はお済ですか？ 
請求期限は、 

「平成20年3月31日まで」です。 

＜対象者＞ 
　　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成17年4
月1日において、公務扶助料（恩給法）や遺族
年金（援護法）等を受ける方がいない場合に、
次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔
慰金が支給されます。 
　　なお、額面等は第8回特別弔慰金として額面
40万円、10年償還の記名国債が発行されます。 
 
　1．弔慰金の受給権者 
　2．戦没者等の子 
　3．戦没者等と生計関係を有しており、かつ、　
　戦没者等の死亡以降、戦没者等の親族以外と
　婚姻、養子になっていない①父母②孫③祖父
　母④兄弟姉妹 
　4．上記3以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 
　5．上記1から4以外のご遺族（戦没者等の死　
　亡時までに引き続き1年以上生計関係を有　
　していた方に限ります） 
 
＜請求の受付場所＞ 
　　健康福祉課総合福祉係・内牧支所市民係・波
　野支所市民係 
 
＜持参するもの＞ 
①第6回、第7回特別弔慰金の国庫債券表紙また
は裁定通知書　※受給された方のみ 
②印鑑 
③戸籍等の交付手数料 
④公務扶助料、遺族年金等の証書番号、記号の
わかる書類 
※平成11年4月1日～平成17年3月31日の間に年
金受給者が失権した場合 
⑤戦没者等のもとの身分、死因を証する書類 
※過去に弔慰金、年金給付を受けたことのない
場合 

 
＜問い合わせ先＞ 
　健康福祉課総合福祉係　TEL22‐3167


